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成年後見制度は
どうしたら利用
できるの？

成年後見人に
興味がある！

成年後見制度に
ついて知りたい！

日常生活自立支援事業の担い手として利用者の自宅や入所中の施設等を訪問し、支援計画に基づいて
福祉サービスの利用手続きや生活費の払い出しなど、日常的な金銭管理等を支援します。

•ボランティア活動や福祉に関心をもって活動していただける方
•週に1回以上、平日1～2時間程度活動できる方
•普通自動車運転免許をお持ちの方
•本会が実施する事業説明会に参加できる方

時給984円（令和7年4月1日現在）※交通費あり

日時 7月25日（金）13時30分～15時
場所 市民福祉会館 ボランティアルームＢ
 （田原1丁目13-6 フェニックス・プラザ4階）

7月4日（金）

成年後見制度は、認知症や知的
障がい、精神障がい等により判
断能力が十分でない方の権利と
財産を守り、本人の意思を尊重
した生活を支援する制度です。

住職としての
活動のかたわら

終活や後見活動などに
取り組んでいます。

権利擁護事業のご案内

日常生活自立支援事業

　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力に不安を抱える方が地域で安心して生活
が送れるよう支援しています。
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ふくい嶺北成年後見センター
　成年後見制度の利用促進を図る中核機関として、関係
機関や事業所等の一次相談窓口からの相談対応や担い手
の育成、制度の普及啓発などを行っています。
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日常生活自立支援事業『生活支援員』募集！ 成年後見制度講演会・相談会のご案内
活動内容

給　　与

応募資格

事業説明会

申込締切

福井市高齢者・障害者日常生活自立支援センター（市社協内）
TEL 0776-22-0225（直通） ①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号をお伝えください。

申込・問合せ

1回1時間以内　1,200円（令和7年10月1日からは1,500円）
貸金庫利用料　500円/月

利用料金

令和7年8月9日（土）13時30分～16時30分

越前町生涯学習センター　朝日多目的ホール（丹生郡越前町内郡13-19-3）

講演会13時30分～14時30分　『今日からできる老後の備え』
講師　見守り和尚　高田　義紀氏（さばえ明厳寺）
※講演会の内容は、後日YouTube（ふくみんチャンネル）にて配信予定。

第1部

弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士による相談会（要予約）
①14時45分～15時15分　②15時15分～15時45分　③15時45分～16時15分
※12組（各専門職につき３組まで、30分以内）
※申込み多数の場合は抽選を行います

第2部

日 　 時

地域住民の方対 　 象

ふくい嶺北成年後見センター（フェニックス・プラザ1階　市社協内）
TEL　0776-28-3775　FAX　0776-28-3776　Eメール　reihokukouken@fukuic-shakyo.jp

問 合 せ

参加ご希望の方は、ふくい嶺北成年後見センターまで電話でお申込みいただくか、
右記の二次元コードからお申込みください。
※申込締切　7月25日(金）

申 　 込

場 　 所

内 　 容

お申し込みは
こちら

お金が上手く使えず、よく家賃や電気代を滞納し
ていたけれど、お金の使い方を一緒に考えてくれ
て、滞納を心配せずに安心して生活できるように
なりました。

物忘れが多く、通帳や印鑑の置き
場所を忘れてしまうのが不安だった
けれど、預かってもらうことで安心
しました。

お金の管理や支払いが
上手くできなくなってきた・・・

日常的な金銭管理や
福祉サービス、医療費等の
支払いをお手伝いします。

　お金の管理や支払いに困っている方や福祉サービスの利用手続きに不安がある方が、できるだけ
地域で自立した生活がおくれるようお手伝いしています。

大切な書類を
失くしてしまわないか心配・・・

金融機関の大切な書類等を、
貸金庫でお預かりします。

福祉サービスの利用方法が
分からない・・・

安心してサービスを利用できる
よう、情報提供や手続きの
お手伝いをします。

　ご自身での意思決定が困難な方の判断能力を
補うため、家庭裁判所から選任を受け、法人として
成年後見人等となっています。選任後は、ご本人に
代わって各種サービスの契約や預貯金の管理、支
払い等を行うことで、権利を守りながら安心して
生活できるよう支援しています。

法人後見事業も
行っています

より詳しい
内容はこちら

利用されている方の声

詳
し
く
は

こ
ち
ら

センターの職員が、家庭裁
判所へ申し立てする際の書
類作成の助言などのお手伝
いをします。

利用の相談をお受けします 市民後見人を養成します 出前講座を行います

市民後見人養成講座を開
催し、希望者は市民後見人
バンク登録を行い、フォロ
ーアップしています。
後見人への支援も行ってい
ます。

事業所や団体の研修会や
地域の集まりの場等で、成
年後見制度や権利擁護支
援について説明させていた
だきます。
詳しくは、下記の二次元コ
ードからふくい嶺北成年後
見センターのホームページ
をご覧ください。

こんなとき、お気軽にご相談ください！
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